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はじめに 

 

Ⅰ 第３０次地方制度調査会の意義 

 民主党政権下の地域主権戦略会議と地方行財政検討会議 

 地方制度調査会の復活 

  地方自治法一部改正法案の座礁 

  「大阪都構想」等への対応 

 地方制度調査会の功罪 

  地方６団体間の合意形成と均衡維持 

  地方自治制度の基本構造の変革は困難 

 

Ⅱ 第３０次地方制度調査会答申の基調と残された基本問題 

 三つの諮問事項と追加要請事項 

 諮問事項の二「議会のあり方を含め住民自治のあり方」は審議未了 

 市区町村の広域行政：合併と広域連携 

  「地方都市」と三大都市圏の「郊外都市」 

 協定に基づく柔軟な広域連携の法制化と財政措置 

 都市の広域責任 

  経済発展のエンジンとしての都市 

  都市が生み出す富の均霑 

 市区町村と都道府県の事務配分と地方交付税制度 

  指定都市市長会の特別自治市構想と地方交付税制度 

  中核市市長会の移譲事務選択制の要望と地方交付税制度 

 

Ⅲ 都市自治体への期待 

 自治実践のエンジンとしての都市 

 地方分権改革の成果の活用 

 統一的な都市農村計画法（仮称）の制定を求めよ 

 「サービスと負担の均衡」を住民に求め得る自治力を鍛えよ 

 

おわりに 


